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○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
二
号 

外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
法
務
省
・
厚
生

労
働
省
令
第
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実

施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
木
材
産
業
分
野
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示

で
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
三
日 

農
林
水
産
大
臣 

鈴
木 

憲
和 

外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
木
材

産
業
分
野
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示
で
定
め
る
基
準 

（
育
成
就
労
を
行
わ
せ
る
体
制
の
基
準
） 

第
一
条 

木
材
産
業
分
野
に
係
る
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
申
請
者
（
規
則
第
七
条
第
二
号

に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 
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一 

木
材
産
業
分
野
に
係
る
分
野
別
協
議
会
（
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
野
別
協
議
会
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

木
材
産
業
分
野
に
係
る
分
野
別
協
議
会
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

木
材
産
業
分
野
に
お
け
る
育
成
就
労
外
国
人
の
受
入
れ
に
関
し
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
が
行
う

調
査
、
指
導
、
情
報
の
収
集
、
意
見
の
聴
取
そ
の
他
業
務
に
対
し
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。 

（
育
成
就
労
を
行
わ
せ
る
事
業
所
の
設
備
の
基
準
） 

第
二
条 

木
材
産
業
分
野
に
係
る
規
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
育
成
就
労
を
行
わ
せ
る
事
業
所

が
、
令
和
五
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
（
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
統
計
基
準
と
し
て
日
本
標
準
産

業
分
類
を
定
め
る
件
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
産
業
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
を
行
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

小
分
類
一
二
一―

製
材
業
、
木
製
品
製
造
業 

二 

細
分
類
一
二
二
二―

合
板
製
造
業 
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三 

細
分
類
一
二
二
三―

集
成
材
製
造
業 

四 
細
分
類
一
二
二
四―

建
築
用
木
製
組
立
材
料
製
造
業 

五 

細
分
類
一
二
二
七―

銘
木
製
造
業 

六 

細
分
類
一
二
二
八―

床
板
製
造
業 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。 

   


